
一般財団法人 新技術振興渡辺記念会 
令和 8 年度事業計画書 

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで） 

 

令和７年度は、財団の設置目的に即し、科学技術に関する調査研究とその助成、国

際交流に対する援助、新技術の振興に業績を挙げた者に対する表彰並びにこれらの普

及・啓発に関する事業を推進する。事業推進にあたっては、関係諸団体との連携を図

り、財団の活動に対する認知度の向上に努める。 

なお、これらの事業推進の一助として、賃貸事業も行う。 

 

１．調査研究の実施 

科学技術政策の立案・推進、科学技術と社会経済・環境問題等との関連、科学技術

の理解増進・人材育成・発展動向等に関する調査研究に関し、関係分野の専門家によ

る調査研究グループの設置又は外部委託等の方法により実施する。 

 

２．調査研究の助成 

大学（大学共同利用機関を含む。）及び高等専門学校、国公立の研究開発法人等の

科学技術調査研究組織、学協会等公益的な調査研究団体に所属する研究者又は技術者

等が行う科学技術政策の立案･推進、科学技術と社会経済・環境問題等との関連、科

学技術の理解増進・人材育成・発展動向等に関する調査研究に関し、科学技術振興課

題審査委員会の議を経て採択された課題について助成を行う。 

 

３．国際交流への援助 

大学（大学共同利用機関を含む。）及び高等専門学校、国公立の研究開発法人等の

科学技術調査研究組織、学協会等公益的な調査研究団体に所属する研究者又は技術者

等が行う、①海外における国際研究集会等への参加、②国内外における国際研究集会

等の開催及び③外国の研究者又は技術者等の招へいによる国際交流に関し、財団の目

的に沿った課題について援助する。 

 

４．新技術の振興に業績を挙げた者に対する表彰及び科学技術振興のための普及・啓発 

の推進 

科学技術の振興に業績を挙げた者に対し表彰等を行う他、当財団の調査研究の実施 

及び助成による成果の公開及び各種メデｲア等を通じての幅広い普及・啓発を図ると

ともに、科学技術に関するシンポジウム等の主催・共催・協賛・後援等を行う。 

 

５．上記事業推進の一助として、収益事業を行う。 

 


